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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　出発状態で液相にあるか又は液相へ液状化することのできる硬化可能な材料から３次元
物体（５０）を製造するために、順次続く滴（７０）から成る容積流を提供する方法であ
って、
　材料蓄積部（１２ｃ）へ前記材料の液相をもたらすステップと、
　前記材料蓄積部（１２ｃ）内の前記材料の液相に対して圧力（ｐ）を発生させるステッ
プと、
　作成空間（２０）内に３次元物体（５０）を作り上げるために、サイクル作動可能な放
出開口部（１２ｂ）から前記材料を滴の形で放出するステップとを含むこと、
　前記材料の液相は、温度（θ）に依存した粘度を有すること、
　少なくとも１つのプロセスパラメータが、３次元物体（５０）の製造中に、それ以外の
プロセスパラメータの維持のもと、滴サイズの適合のために追従制御されること、
　前記材料の液相の粘度の変化が連続的に検知されること、及び、
　前記粘度に変化のある場合には、前記材料蓄積部（１２ｃ）内の前記圧力（ｐ）が、前
記少なくとも１つのプロセスパラメータとして、前記材料の液相の粘度の変化時に、それ
以外のプロセスパラメータの維持のもと、制御回路を用い、予め定められた滴サイズを保
つために追従制御され、前記圧力（ｐ）は、搬送要素により加えられ、更に測定量として
の、放出される滴（７０）ごとの該搬送要素の平均的な移動速度が、前記制御回路の調整
量へ換算されること
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　を特徴とする方法。
【請求項２】
　一定の滴容積の追従制御のための測定量は、動的にローリング方法において決定される
こと
　を特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記搬送要素は、前記材料の液相を前記材料蓄積部（１２ｃ）へ搬送するスクリュ（２
６）であること
　を特徴とする、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記搬送要素は、漏れ流のある逆流防止部（２７）を有し、該漏れ流は、制御において
修正ファクタ（Ｋ＊）の決定により考慮されること
　を特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　レギュレータは、比例レギュレータであり、特性値は、比例制御アルゴリズムを用いて
追従制御されること
　を特徴とする、請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　測定量の検出の際に、装置及び材料に固有の限界値が予め定められるか又は予め計算さ
れ、該限界値を超過した場合には、装置故障が検知されること
　を特徴とする、請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連の出願）
　本出願は、2012年03月14日付けドイツ特許出願第 10 2012 004 988.9 号の優先権を主
張し、その開示内容は、本出願の対象としても本明細書に援用されるものとする。
【０００２】
（発明の分野）
　本発明は、請求項１の上位概念部に記載した、３次元物体を製造するために、順次続く
滴から成る容積流を提供するための方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　この種の方法は、下記特許文献１から公知であり、そこでは、一反応成分の滴が放出さ
れ、基板上にもたらされた一基本反応成分と接触され、それにより、変化する材料特性を
有する３次元物品が層状に作り上げられる。この際、一方の材料特性から他方の材料特性
への漸進的な移行が行われる物品部分が得られる。測定された層厚に依存し、場合により
製造過程中に変化する処理材料の粘度に留意することなく、必要に応じて滴の大きさを制
御することができる。
【０００４】
　下記特許文献２から、射出成形技術では既知の可塑化ユニットを、材料の液相の生成の
ために圧力を加えることのできる材料蓄積器に連結させることが公知である。作成空間内
で目的物支持体上に物体を作成するためにその材料は、放出開口部を介して滴の形で放出
され、この際、材料の付着力が原因で、高圧を加える必要があり、また多くの場合は高温
を加える必要もある。
【０００５】
　この装置においては、大量生産により入手可能であり通常は射出成形において使用され
る材料を用いるというプラスチック部品製造の利点と、個数１個や小バッチサイズのため
のプラスチック部品を製造するという可能性とが兼ね備えられている。従って射出成形加
工された部品の特性と類似の特性を有する部品を、工具（型工具）を用いずに製造するこ
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とができる。
【０００６】
　例えばサンプル部品のような、そのような個別部品や小バッチサイズの部品を製造する
ためには、他の製造方法も既知であり、これらの製造方法は、プロトタイピングやラピッ
ドマニュファクチュアリングとの概念のもと広く既知である。そのような部品の製造は、
工具なしで、即ち型工具を用いずに、多くの場合は３Ｄデータから幾何学形状を生成する
ことに基づいている。これらの幾何学形状は、極めて異なる形式により、例えばレーザを
用いた熱導入による粉末層の溶融のような対応する手段や、粉末材料の異なる結合形式に
よる圧力法のような生成システムや、或いはまた所謂溶融押し出し成形法によっても製造
される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】DE 10 2004 025 374 A1
【特許文献２】EP 1 886 793 A1
【特許文献３】DE 10 2009 030 099 A1
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　実際には、上記特許文献２から公知の方法による製造においては、１つの部品のために
比較的長い作成時間が必要であることが分かった。材料圧力発生器内、従ってシステム内
にある溶融された材料（質量体 Masse）は、確かに幾何学形状の仕様によりできるだけ少
なく保たれるが、他方において材料は、少なすぎてもよくなく、その理由は、そうでなけ
れば放出開口部の各開口部が、滴の放出に際し、圧力レベルに対して決定的に動的な影響
を及ぼし、該圧力レベルに材料圧力レギュレータの慣性が追従できないためである。他方
において、放出されるプラスチック量は、圧力発生器内の液状化された材料の温度や、材
料の圧力や、放出ノズルの幾何学形状や、放出開口部の絞り（Blende）の開口時間及びス
トロークや、全滞留時間により影響される溶融された材料の粘度などのパラメータ（複数
）に依存する。更にプラスチックの構造粘性により、せん断速度が大きいと粘度は減少し
、このことは、滴サイズと、該滴サイズの、既にもたらされた滴との融合の傾向（Neigun
g）とに対して影響をもつ。
【０００９】
　従来技術においては、１つのノズルからの単位時間あたりの材料放出量が決定されると
いう測定方法が既知である。その値は、ｇ／１０ｍｉｎにおいて表わされ、この際、プラ
スチックは、タペットを用い、２.０９５ｍｍの直径を有するノズルを通して押し出され
る。重り部材により必要な力が加えられる。値の表示には、常に検査温度と、使用された
基準材料（Nennmasse）とが表示されなくてはならない。この方法は、ＤＩＮ ＥＮ ＩＳ
Ｏ １１３３ により定義されている。メルトフローレートに応じ、そのように検出される
ＭＦＩ値（メルトフローインデックス値）の決定では、プラスチックの流動性は、定義さ
れた稼働点においてのみ検出される。この際、特に滞留時間に依存してプロセスパラメー
タが変化する場合の流動性の変化は、考慮されない。
【００１０】
　前記従来技術から出発し、本発明の基礎となる課題は、一定の非連続的な容積流を達成
するための方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記課題は、請求項１の特徴を有する方法により解決される。
　即ち本発明の一視点により、出発状態で液相にあるか又は液相へ液状化することのでき
る硬化可能な材料から３次元物体を製造するために、順次続く滴から成る容積流を提供す
る方法であって、材料蓄積部へ前記材料の液相をもたらすステップと、前記材料蓄積部内
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の前記材料の液相に対して圧力を発生させるステップと、作成空間内に３次元物体を作り
上げるために、サイクル作動可能な放出開口部から前記材料を滴の形で放出するステップ
とを含むこと、前記材料の液相は、温度に依存した粘度を有すること、少なくとも１つの
プロセスパラメータが、３次元物体の製造中に、それ以外のプロセスパラメータの維持の
もと、滴サイズの適合のために追従制御されること、前記材料の液相の粘度の変化が連続
的に検知されること、及び、前記粘度に変化のある場合には、前記材料蓄積部内の前記圧
力が、前記少なくとも１つのプロセスパラメータとして、前記材料の液相の粘度の変化時
に、それ以外のプロセスパラメータの維持のもと、制御回路を用い、予め定められた滴サ
イズを保つために追従制御され、前記圧力は、搬送要素により加えられ、更に測定量とし
ての、放出される滴ごとの該搬送要素の平均的な移動速度が、前記制御回路の調整量へ換
算されることを特徴とする方法が提供される。
　尚、本願の特許請求の範囲に付記されている図面参照符号は、専ら本発明の理解の容易
化のためのものであり、図示の形態への限定を意図するものではないことを付言する。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明において、以下の形態が可能である。
（形態１）出発状態で液相にあるか又は液相へ液状化することのできる硬化可能な材料か
ら３次元物体を製造するために、順次続く滴から成る容積流を提供する方法であって、材
料蓄積部へ前記材料の液相をもたらすステップと、前記材料蓄積部内の前記材料の液相に
対して圧力を発生させるステップと、作成空間内に３次元物体を作り上げるために、サイ
クル作動可能な放出開口部から前記材料を滴の形で放出するステップとを含むこと、前記
材料の液相は、温度に依存した粘度を有すること、少なくとも１つのプロセスパラメータ
が、３次元物体の製造中に、それ以外のプロセスパラメータの維持のもと、滴サイズの適
合のために追従制御されること、前記材料の液相の粘度の変化が連続的に検知されること
、及び、前記粘度に変化のある場合には、前記材料蓄積部内の前記圧力が、前記少なくと
も１つのプロセスパラメータとして、前記材料の液相の粘度の変化時に、それ以外のプロ
セスパラメータの維持のもと、制御回路を用い、予め定められた滴サイズを保つために追
従制御され、前記圧力は、搬送要素により加えられ、更に測定量としての、放出される滴
ごとの該搬送要素の平均的な移動速度が、前記制御回路の調整量へ換算されること。
（形態２）一定の滴容積の追従制御のための測定量は、動的にローリング方法において決
定されることが好ましい。
（形態３）前記搬送要素は、前記材料の液相を前記材料蓄積部へ搬送するスクリュである
ことが好ましい。
（形態４）前記搬送要素は、漏れ流のある逆流防止部を有し、該漏れ流は、制御において
修正ファクタの決定により考慮されることが好ましい。
（形態５）レギュレータは、比例レギュレータであり、特性値は、比例制御アルゴリズム
を用いて追従制御されることが好ましい。
（形態６）測定量の検出の際に、装置及び材料に固有の限界値が予め定められるか又は予
め計算され、該限界値を超過した場合には、装置故障が検知されることが好ましい。

【００１３】
　本発明に従い、プロセスに依存する（prozessrelative）目下のスタート構造粘性が出
発点又は基準点において決定され、そして修正量として、プロセス調整要素を用い、滴サ
イズに関して修正が行われる。好ましくは、調整量は、材料蓄積部内の圧力であり、この
際、測定量として、好ましくは、放出される滴ごとの、圧力を発生させる搬送要素の平均
的な移動速度が検出され、その変化が、それ以外のプロセスパラメータが固定されている
場合には、修正制御量（Korrekturregelgroesse）として圧力に対して提供される。選択
的（代替的）に、好ましくは固体ジョイントが使用される放出開口部ないし絞りの、サイ
クル時間（Taktzeit）ないし閉鎖時間ｔＢ、又はサイクル運動ｓＢないしストローク（作
動距離 Hub）を、調整量（制御量 Stellgroesse）として使用することもできる。基本的
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に、材料温度θも調整量として適しているが、材料温度θは、その反応において遥かに緩
慢であり、部分的には非線形であるので、レギュレータをそれに対応して構成するのは明
らかに困難である。このようなレギュレータは、強いＤ要素をもつか、又はファジーレギ
ュレータとして稼働されなくてはならないだろう。
【００１４】
　制御（レギュレーション）により、独立して測定されたモデル基準点に関し、例えば生
材料のバッチ（チャージ Charge）の変動による、一般的な構造粘性の妨害影響ないし差
異を補償することができる。類似の妨害影響は、材料蓄積部内の材料の滞留時間によって
も発生する可能性がある。
【００１５】
　好ましくは、圧力は、閉鎖要素として逆流防止部が装着されている、例えば射出スクリ
ュのような搬送要素により加えられる。このような逆流防止部は、漏れ流をもつ可能性が
あり、該漏れ流は、修正ファクタにより、制御アルゴリズムの特性値決定の際に考慮可能
である。
【００１６】
　更なる利点は、下位請求項、並びに実施例の以下の説明から明らかになる。
【００１７】
　以下、本発明を、図面に図示した実施例に基づいて詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】装置特性値とスタート時の滴サイズとを決定するためのフローチャートを示す図
である。
【図２】調整量（制御量）として圧力を用いた、滴安定化のための特性値制御のフローチ
ャートを示す図である。
【図３】３次元物体を製造するための装置を部分切断図として示す図である。
【実施例】
【００１９】
　以下、有利な実施例の詳細な説明である。
【００２０】
　さて、本発明が添付の図面に関連して例示として詳細に説明される。この際、以下の実
施例は、発明のコンセプトを特定の装置に限定すべきではない単なる例示に関するもので
ある。本発明を詳細に説明する前に、本発明が装置の各々の構成部品並びに各々の方法ス
テップに限定されるものではないことを指摘しておくが、それはそれらの構成部品並びに
方法が変更可能なためである。またここで使われている用語は、特別な実施形態を説明す
るためだけに定められており、限定として使われるものではない。それに加え、本明細書
又は本請求項で単数形又は不定冠詞が使われる場合には、それらの要素は複数形であって
もよいものとするが、それは全脈絡において明らかに単数形又は不定冠詞でなくてはなら
ない場合は別である。（尚、これに対応し、和文訳文において単数は、複数をも表現して
いるものとする。）
【００２１】
　図１及び図２による方法フローを説明する前に、先ず、硬化可能な材料から３次元物体
５０又は所定の部品を製造するための図３による装置について説明する。出発状態で液相
にあるか又は液状化（流動化 verfluessigen）することのできる材料が、滴７０を順次的
（シーケンシャル）に放出することにより３次元物体５０を製造するために用いられる。
このことは、例えば、個々の滴７０が順次的に放出ユニット１２の放出開口部１２ｂから
放出されることにより行うことができ、従って層状（層的）に３次元物体５０が、作成空
間（造形空間 Bauraum）２０内で駆動ユニット１６により放出開口部１２ｂに対して相対
的に可動の目的物支持体１３上に作られる。硬化可能な材料は、例えばシリコーンのよう
な可塑化された材料や、熱可塑性プラスチックのような可塑化可能な材料や、粉状の材料
であってもよい。これらの材料は、射出成形法において普通に入手可能であり従って比較
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的有利な材料であるが、その理由は、特別なラピッドプロトタイピング用の材料を必要と
しないためである。また材料は、熱のもと可逆的に溶融可能であり、従ってリサイクル可
能な材料とすることもできる。任意の他の材料も、これらの材料が当該装置により可塑化
可能であり、とりわけ少なくとも１つの放出ユニット１２により放出可能である場合には
使用することができる。
【００２２】
　材料は、機械テーブル１５上に配設された調製ユニット１１内で可塑化ないし調製され
、圧力発生ユニット１０により圧力が加えられる。圧力ｐは、材料温度θ又は放出開口部
１２ｂのサイクル時間（Taktzeit）ｔＢ又はサイクル運動（Taktbewegung）ｓＢと同様に
、滴７０の形成態様を、従って製造すべき３次元物体５０の品質を決定する。滴の所望の
容積は、特に０.０１～１ｍｍ３の範囲内にある。放出開口部１２ｂの直径は、特に１ｍ
ｍ以下であり、好ましくは、ほぼ０.１ｍｍである。０.１ｍｍの直径を有する所謂点状注
入口を介して材料（質量体 Masse）を搬送する搬送要素の１００ｃｍ／ｓという至って通
常の搬送速度では、面を通過する容積流で１００００ｍ／ｓの値が得られる。このことは
、構造粘性材料において１００００ｍ／ｓに至るまでの流動速度を有する前面層流（lami
narer Quellfluss）をもたらすことになる。
【００２３】
　材料蓄積部１２ｃ内にある材料の液相は、駆動部１２ａにより操作され、放出開口部１
２ｂを介して３次元物体５０に向かって放出可能である。放出開口部１２ｂには、絞り（
Blende）として、好ましくは、上記特許文献３による固体ジョイント（Festkoerpergelen
k）を使用することができる。
【００２４】
　処理される材料は、一般的に所謂非ニュートン流体である。その構造粘性ηは、温度、
圧力、温度下の滞留時間、出発固形物の乾燥度などの任意のプロセス設定値（プロセス調
整値）に強く依存する。ところがＣＡＤモデルから計算された成形すべき部品の層構造は
、好ましくは、一定の滴サイズを前提とする。しかし構造粘性は、逆比例して滴サイズと
関連するので、３次元物体５０の作成時間中に構造粘性の一時的な変化を補償すること、
ないしバッチ変動分に関して最初から設定（調整）することも必要である。そのためには
、以下の方法が使用される。
【００２５】
　順次続く滴から成る、好ましくは一定の非連続的な容積流の提供を保証するために、材
料の液相が材料蓄積部１２ｃへもたらされる。材料蓄積部１２ｃ内の材料の液相に対して
圧力ｐが加えられる。この圧力ｐのもと材料は、滴７０の形で、サイクル作動可能（サイ
クル的に開閉可能 taktbar）な放出開口部１２ｂから放出され、それにより作成空間２０
内に３次元物体５０を作り上げることができる。この際、液相は、温度θを有する。
【００２６】
　容積流を一定に保つために、圧力ｐ、又は放出開口部１２ｂのサイクル時間ｔＢ若しく
はサイクル運動ｓＢ、又は温度θを含んだプロセスパラメータのうちの１つが、材料の液
相の粘度の変化時には、それ以外のプロセスパラメータの維持のもと、追従制御（後追い
制御 geregelt nachgefuehrt）される。この目的のために、図１によるステップ１００で
は、そのために必要な複数のパラメータが測定され、即ち特に、圧力ｐ（ｔ０）と、絞り
を流れる理論的に計算された通流容積ｖＤ（ｔ０）と、逆流防止部２７の遮断リングを流
れる漏れ容積ｖＬ（ｔ０）と、材料の温度θとが測定される。更に補足的に又は選択的（
代替的）に、秒単位の滴の数たる周波数ｆ、搬送要素の移動距離ｓ、放出開口部１２ｂの
サイクル時間ｔＢ若しくはサイクル運動ｓＢ、搬送用のスクリュ２６が収容されている調
製ユニットの（スクリュ）横断面積ＡＳ、放出開口部１２ｂの直径ｄＤを測定することも
できる。
【００２７】
　以下、搬送要素（スクリュ２６）により発生される圧力ｐを調整量（制御量 Stellgroe
sse）とした一定の滴容積の制御について説明する。因みに上述のように、放出開口部１
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２ｂのサイクル時間ｔＢ、サイクル運動ｓＢ、又は温度θも、同様に、別のプロセスパラ
メータがそれ以外で固定されている場合には、制御回路の調整量として使用することがで
きる。
【００２８】
　下記数式１で表わされる部品作成のスタート（基準）時点（即ちｎ０個の滴が時間ｔ０

内に構成される）において、理論的な粘度の代替値として、基準特性値（対照特性値 Ref
erenzkennzahl）が構成され、この際、ｔ０は、この時点の後にｎ０個の滴が放出された
時点であり、測定インターバルｔ０の任意の整数倍である時間の経過後の時点ｔにおいて
、下記数式２で表わされる：
【００２９】
（数式１）

【００３０】
（数式２）

【００３１】
　線形に近似されたプロセス環境において、時点ｔにおける全滴容積ｖＤは、絞り開口関
数ｔＢ（ｔ）のもと、ハーゲン・ポアズイユ（Hagen-Poiseuille）の法則により下記数式
３で表わされる：
【００３２】
（数式３）

（Duesenkonstante：ノズル定数）
【００３３】
　滴容積は全作成プロセスにわたって一定であるべきであり、即ち以下の関係が成り立つ
べきであり、
【００３４】

【００３５】
　上記数式３から下記数式４が得られ、
【００３６】
（数式４）
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【００３７】
　一定の絞り開口関数ｔＢ（ｔ）＝ｔＢ（ｔ０）により下記数式５が得られ、
【００３８】
（数式５）

【００３９】
　従って、設定（調整）された圧力と、場合により変化する相対的な粘度特性値との間の
直接的な比例関係が、可能な滴容積一定化レギュレータのための関係として得られる。
【００４０】
　他方、圧力発生スクリュにおいて逆流防止部が理想的な密封状況を有する場合には（あ
る時点から）時点ｔ０に至るまでの時間インターバル、ないしｔとｔ－ｔ０との間の時間
インターバルにおいて放出された材料容積は、対応するスクリュ移動距離を検出すること
により測定される。個々の滴の平均的な容積ＶＴ（ｔ）は、対応するインターバルｔ０に
おいて放出された滴の数ｎ０を用いた割算により、下記数式６から得られる：
【００４１】
（数式６）

（Tropfen：滴、gemessen：測定された、Schneckenweg：スクリュ移動距離、Schneckendu
rchmesser：スクリュ直径）
【００４２】
　測定時点ｔ０及びｔにおける滴容積一定化（Tropfenvolumenkonstanz）の要求により下
記数式７が得られる：
【００４３】
（数式７）

（Schneckenweg：スクリュ移動距離）
【００４４】
　この際、スクリュ移動距離の測定により計算される特性値（Kennzahl）は、下記数式８
により表わされる：
【００４５】
（数式８）

（Schneckenweg：スクリュ移動距離）
【００４６】
　関数ｆ（ｐ（ｔ））は、実際には、処理される材料のｐＶＴ特性マップ（圧力と比容積
と温度の相互関係を示す線図）を介して定義されているにもかかわらず、上記数式７と上
記数式５との間の関係の直接的な比較が、測定された特性値Ｋ（ｔ）による圧力の追従制
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御を用い、良好な滴容積一定化制御（Tropfenvolumenkonstanzregelung）を可能とするこ
とが分かった。
【００４７】
　１つの滴のためのスクリュ移動距離は極めて小さく、実際の装置内では更に逆流防止部
の遮断リングの漏れにより多くの場合誤りを含む可能性があるので、比較的多数の滴にわ
たり１０以上から１００以上のｎ０個の滴について平均化が行われるべきであろう。従っ
て時間的に不連続の複数のｔ０間隔（ｔ０ Abschnitten）において、スクリュ移動距離の
変化が、所定数ｎ０個の滴にわたって観察される。
【００４８】
　スクリュを有する材料圧力発生器内では、シリンダ管と遮断リングとの間の隙間が、圧
力が加えられた可塑化された材料に対し、同様に漏れ流の絞りとして作用する。このこと
は、測定された平均的な容積移動ｖが、遮断リングを介した漏れ流のｖＬ（ｔ）と、ノズ
ルを通して放出された容積のｖＤ（ｔ）とから構成されることを意味し、下記数式９が得
られる：
【００４９】
（数式９）

【００５０】
　この際、
　ｖＤは、測定インターバルｔ０における放出ノズルからの容積（放出容積）であり、
　ｖＬは、測定インターバルｔ０における逆流防止部２７からの容積（漏れ容積）である
。
【００５１】
　遮断リングからの漏れ容積は、放出ノズルのために記載された上記数式３と同様の挙動
を呈するが、但し、シリンダ管と遮断リングとの間の隙間に依存する他の装置定数をもっ
ている。
【００５２】
（数式１０）

（Anlagenkonstante Sperrring：装置定数 遮断リング）
【００５３】
　測定インターバルｔ０における漏れ容積ｖＬ（ｔ）の値は、放出ノズルを閉じることに
よりいつでも測定することができる：
【００５４】
（数式１１）

（gemessen：測定された、Schneckenweg：スクリュ移動距離、Schneckendurchmesser：ス
クリュ直径）
【００５５】
　同じ状態において放出開口部１２ｂが開かれると、材料圧力発生器における全容積変化
は増加する。全容積ｖ（ｔ）は、放出ノズルを同時に操作することにより、絞り関数ｔＢ

（ｔ）を用い、再び上記数式１１に対応して測定可能である。既知の漏れ容積ｖＬと、上
記数式９の置き換えとにより、放出開口部１２ｂからの、測定インターバルｔ０内の時間
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ｔにおけるノズル容積を導出することができる。
【００５６】
（数式１２）

【００５７】
　放出された容積と漏れ容積との比率は、一定の絞り関数ｔＢ（ｔ）において上記数式３
及び上記数式１０により、装置固有の定数を構成する：
【００５８】
（数式１３）

【００５９】
　そのようにしてステップ１０１において計算された装置定数Ｋ＊には、実質的に、材料
圧力発生器の遮断リングとシリンダ管との間の漏れ隙間（リークギャップ）の幾何学形状
も、絞り時間と絞り開口移動距離（Blendenoeffnungsweg）が一定の場合の放出ノズルの
出口幾何学形状も、含まれている。装置定数Ｋ＊は、特性マップとして予備テストを用い
、設定されたプロセスパラメータと、使用される材料とに依存して決定することができ、
部品の層分解の精密さをより良くするために、各作成開始時に新たに検出することもでき
る。装置定数Ｋ＊がこの特性マップデータに関して許容範囲内にある場合には（質問１０
２）、装置定数Ｋ＊は、修正ファクタとして層分解プログラムへ部品プロセスのスタート
前に伝送でき（ステップ１０４）、そして修正された層分解ないし滴サイズを用いて部品
構成プログラムがスタートされる（ステップ１０５）。それ以外の場合、装置は、ステッ
プ１０３においてストップされる。
【００６０】
　上記数式１２への取り込み（代入）により、下記数式１４が得られる：
【００６１】
（数式１４）

【００６２】
　測定インターバル内で数ｎ０＝ｔ０

＊ｆで放出された滴（複数）について、ｖ（ｔ）を
ステップ１１０において（動的（連続的）に）ローリング測定（rollierendes Messen：
平均をとる測定対象の滴の範囲を所定数ずつずらして部分的に再帰重複して測定していく
こと）することにより、滴容積を、下記数式１５により直接的に決定することができ、層
分解プログラムへ部品プロセスのスタート前に伝送することができる。
【００６３】
（数式１５）

【００６４】
　作成プロセス中の滴サイズを一定に保つためには、上記数式５で導き出されたように、
プロセス調整量（プロセス制御量）である圧力のための特性値レギュレータが、変化する
材料の粘度を、滞留時間か又は、例えば放出ノズルの閉鎖機構における僅かな変更により
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）のために、最大プロセス可能範囲（最大プロセス窓 maximales Prozessfenster）を定
めることができ（質問１１１）、この最大プロセス可能範囲を超過した場合には、装置故
障が検知され（例えば、放出絞りの詰まりか、又は材料蓄積部１２ｃと放出開口部１２ｂ
における放出絞りとの間の漏れ）、装置は、ステップ１１２においてストップされる。
【００６５】
　その以外の場合、圧力は、ステップ１１３において必要に応じ、部品が完成するまで、
追従制御される（質問１１４、ステップ１１５）。
【００６６】
　装置特性値Ｋ＊並びに初期の滴サイズＶＴ（ｔ０）のための一例を以下に記す：
【００６７】
　実現化された装置において、０.１５ｍｍの放出ノズル直径と、材料圧力発生器内の４
００ｂａｒの圧力における直径１５ｍｍのスクリュと、９０Ｈｚの滴周波数と、ｔ０＝７
７ｓの測定時間におけるｔＢ（ｔ）＝０.５＊ｔ０の絞り時間とにより、Ｋ＊＝０.０１４
と、滴サイズＶＴ（ｔ０）＝０.０２０ｍｍ３が得られたが、このことは、実験的に極め
て良好に確認することができた。
【００６８】
　基本的に、相対的な粘度測定のための説明した関係（複数）は、所定の作動点の範囲内
でのみ直線的である。従って、対応する特性マップを、設定されたプロセスパラメータ（
複数）と使用される材料とに依存して予め決定し、データベース内に格納することが推奨
される。
【００６９】
　自明のことであるが、本説明には極めて様々な修正形や変更形や適合形があるが、これ
らは、添付の請求項に対する均等の範囲内で変更可能とされるものである。
【符号の説明】
【００７０】
１０　　　圧力発生ユニット
１１　　　調製ユニット
１２　　　放出ユニット
１２ａ　　駆動部
１２ｂ　　放出開口部
１２ｃ　　材料蓄積部
１３　　　目的物支持体
１５　　　機械テーブル
１６　　　駆動ユニット
２０　　　作成空間（造形空間）
２６　　　スクリュ
２７　　　逆流防止部
５０　　　３次元物体
７０　　　滴

１００～１１５　　フローステップ
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